
議案第１５号

市道路線の変更について

上記の議案を提出する。

令和４年２月１７日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

市道路線の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、市道路線を下記のと

おり変更する。

記

路 線 名
旧
新

起 点

終 点

道路幅員

（ｍ）

道路延長

（ｍ）

市 道

増戸 321 号線

旧
あきる野市山田 577 番地 4 先から

あきる野市山田 578 番地先まで
1.51 16.00

新
あきる野市山田 578 番地先から

あきる野市山田 577 番地 4 先まで
5.00 56.68


